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札幌市請負工事成績評定及び通知公表要領 

 
（目 的） 
第１条 この要領は、札幌市が発注する請負工事の成績評定（以下「評定」という。）に関し必要な事項を
定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的と
する。 
 
（評定及び通知の対象工事） 
第２条 評定の対象とする工事は、札幌市工事施行規程（以下「施行規程」という。）第２条に定める工事
とする。 
２ 通知の対象とする工事は、前項の工事のうち、設計金額が５００万円を超える工事とする。 
 

附 則 

    この要領は、令和 7 年 8 月 1 日から施行する。 

 

札幌市請負工事成績評定及び通知公表要領 

 
（目 的） 
第１条 この要領は、札幌市工事施行規程（以下「施行規程」という。）に定める工事の成績評定（以下「評
定」という。）に関し必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及
び指導育成に資することを目的とする。 
 
（評定及び通知の対象工事） 
第２条 設計金額が５００万円を超える工事とする。 
 
 
 

附 則 

    この要領は、令和 7 年 8 月 1 日から施行する。 

 
附 則 

    この要領は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 
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